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医政発 0・106第 14号
平成 23年 1月 6日

各都道府県知事 殿

保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令の公布について (通知)

保健師助産師看護師学校養成所指定規則の下部を改正する●令(平成23年文部科学
省・厚生労lrJJ省 令第1号。以下「改正省令」といぅ。)が別紙のとおり公布され、平成
23年 4月 1日 から施行されることとなった。       |
今回の改正の趣旨、概要等は下記あとおりであるので、|十分留意の上、貴管内あ養成

所へ周知いただくとともに、その実施について遺漏のないようお願いする。
なお、各国公私立大学長あてには、文部科学省より別途通知していることを中し添え

る。

記

1.改正の趣旨

保健翻i助産師看護師法及び看護師等の人材確体の促進に関する法律の一部を改正す
る法律 (平成21年法律第78号)により政TIれた保健師助産師看護師法 (昭和23
年法律第203号)が平成22年 4月 から施行され、保健師及び助産師の基礎教育にぉ
ける修業年限について、それぞれ「6か月黙上」ヵ)ら 「1年以上Jに延長された。:

厚生労lJJ省においては、平成21年 4月 から開作された F看護教育の内容と方法に関
する検討会」にて、新たな修業年限にふさゎしぃ教育内容等について検討を行い、平成
22年 11月 に保健師教育及び助産師教育のカリキ早ラムの改正案が取りまとめられ
た。

また、文部科学省においては、「大学における看護系人材養成の在り方に関する検討
会」にて、厚生労働省の検討会で取りまとめられた改正案を適用した場合の大学1短期
大学の課題等について検討を行つた。

以上の検討を踏まえ、教育内容の充実を図り、保健師又は助産師の学校又は養成所に



おける学生又は生徒の実践能力の強化に向けた教育課程の改正を行うため、改正省令を

公布するものである。

21改正の概要

(1)保健師教育につし―ヽて (別表 1関係)               .
① l「地域看護学」について、名称を「公衆衛生看護学」に改めるとともに、備

考の「学校保健・産業保健を含む:」 を削除した。

② 「個人 1家族・集団の生活支援」について、産業保健や学校保健におけるrJl

繊人の支援を明確化する観点から、名称を「個人・家jJA・ 集団 0組織の支援J

Iに改め、また、「地域看護活動展開論」及び「地域看護管理論Jについて、名

称を「公衆衛生看護活動展開論」及び「公衆衛生看護管理論」に改めるとと
'    もに、これらの単位数を「計16単位」から「計14単位■とした:またt

「公衆術生看護管理論」の備考に「健康危機管理を含む。」を加えた。

③  「保健福祉行政論」について、医療に関する内容を明確化する観点から、名

称を「保健医療福祉行政論」に改めた。

:「地域看護学実習」について、名称を「公衆術生看護学実習」に改めた。
「個人・家族・集団の生活支援実習Jについて、②と同様の観点から、

1名
称

を「個人・家族・集団・組織の支援実習」に、備考の「継続した訪問指導を

含む:」 を「継続した指導を含む。」に改めた。また、「地域看護活動展,「論実

習」及び ―「地域看護管理論実習1について、名称を「公衆衛生看護活rJJ展開

論実習」及び「公衆衛生看護管理論実習Jに改めるとともに、これらの単位

数を「計2単位」から「計3単位Jと した。              |
単位数の総静卜を「23単位以上」から「28単位以上」とした。

助産師教育について (別表 2関係)

「助産診断・技術学」の単位数を「6単位」から「8単位」とした。

「助産管理」の単位数を「1単位」から「2 Цl位」とした。

臨地実習の単位数を「9単位」から「11単位」とした。

ly_位数の総計を「23単位以上」から 128単位以_L」 とした。

3.施行期日等

(1)施行期日

平成 23‐年 4月 1日 施行          |
(2)経過措置                            (
平成 23年 3月 31日 までに指定を受けている保健mi又は助産師の学校又は養成

所において、保健師又は助産師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の

内容にういては、従前の例によることができることとした。

④

⑤

⑥

＞

①

②

③

④

ｔ
　

２



4,実施に1当 たり留意すべき事項                      _
改正省令の施行に伴い、都道府県知事におぃては、

ヽ
所轄の養成所の学則の変更等につい

て、導漏のないよう当該養成所に対して指導されたい。
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・
厚
生
省
令
第

一
号
）

（抄
）

制

御

劃

馴

覇

側

劇

翻

コ

翻

コ

翻

ｇ

劇

劉

御

藝

測

馴

酬

調

疫
学

保
健
統
計
学

創

園

圏

樹

綱

翻

臨
地
実
習

倒
剣
劉
響
劉
馴
潤
側
到

援
実
習

Ｎ
引
劉
蟄
劃
訓
翻
引
劇
罰
副
則
馴
副
到

イ

ー

多

多
Ｔ

た

５
４

ヨ

攣

薔

通

男
月

雷

Ｄ

露

川

リ
ユ
平

一

劃
劉
翻
馴
目
到
「

保
健
所

。
市
町
村
で
の
実

習
を
含
む
。
　
・

細
制
ｕ
川
制
割
を‐
含
む
。

川
劉
刷
ヨ

劉
劉
測
刷
翻

倒
剣
塞
倒
劃
測
ヨ
馴
劇

割
劉

謝

釧

馴

翻

地
域
看
護
管
理
論

疫
学

保
健
統
計
学

臨
地
実
習

地
域
看
護
学
実
習

倒
剣

留

η

割

槻

創

測

援
実
習

糧
劉
割
漏
馴
笛
紺
劇
司

割
響

国

刷

璽

割

（傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

側
翻
剣
翻
剰
樹
囲

含
む
。

保
健
所

。
市
町
村
で
の
実

習
を
含
む
．

継
続
し
た
訪
問
指
導
を
含

む
。

一　
エハ
　
（　一　
開四
）一　一

｝〓

〓

一
２

０
）二

｝―
一

〓
一
（
一
一）

〓
一
（
一
一）五五二三

四|四 |
二

|
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△
口

計

備
考
　
一　
単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準

（昭
和
三
十

一
年
文
部
省
令

第
二
十
人
号
）
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

一
一　
看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設

け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対

し

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を

併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

〓
一　
複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
コ^
判
側
以
上
及
び
臨
地
実
習
以

外
の
教
育
内
容
コ
引
コ
判
側
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
‐の
表
の
教
育

内
容
ぜ
と
の
単
位
数
に
よ
ち
な
い
こ
と
が
で
き
る
一

一表
二

（第
二
条
関
係
）

備
考
　
一　

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準

（昭
和
三
十

一
年
文
部
省
令

第
二
十
人
号
）
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

一
一　
看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設

け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対

し

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を

併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

〓
一　
複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
ど
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
四
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以

外
の
教
育
内
容
．刊
川
判
側
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内

容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一表
二

⌒第
二
条
関
係
）

六

（五
）

１
、

，

ノ一

=|=

五

九|九1下|「 本IY

基
礎
助
産
学

助
産
診
断

・
技
術
学

地
域
母
子
保
健

助
産
管
理

臨
地
実
習

助
産
学
実
習

実
習
中
分
べ
ん
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は

、
助
産
師
又
は
医
師
の
監
督
の
下
に
学

基
礎
助
産
学

助
産
診
断

・
技
術
学

地
域
母
子
保
健

　

・

助
産
管
理

臨
地
実
習

助
産
学
実
習

実
習
中
分
べ
ん
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は

、
助
産
師
又
は
医
師
の
監
督
の
下
に
学
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一　
単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定

の
例
に
よ
る
。
　
　
　
　
一

一
一　
看
護
師
学
校
養
成
所
の
ヶ
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設

け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対

ｔ

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を

併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
綺
弧
内
の
数
字
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

〓
一　
複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
．刊

〓‐
判
側
以
上
及
び
臨
地
実
習
以

外
の
教
育
内
容
引
司
判
側
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
た
の
教
育
内
容

ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一　

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定

の
例
に
よ
る
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

一
一　
看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設

け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対

し

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
な

併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
措
弧
内
の
数
字
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

〓
一　
複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
九
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以
外

の
教
育
内
容
刊
回
判
側
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご

と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

生

一
人
に
つ
き
十
日
程
度
行
わ
せ
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
原
則
と
し

て
、
取
り
扱
う
分
べ
ん
は
、
正
期
産

・

経
腱
分
べ
ん

◆
頭
位
単
胎
と
し
、
分
ベ

ん
第

一
期
か
ら
第
二
期
終
了
よ
り
二
時

間
ま
で
と
す
る
。

生

一
人
に
つ
き
十
回
程
度
行
わ
せ
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
原
則
と
し

て
、
取
扱
う
分
べ
ん
は
、
正
期
産

。
経

腔
分
べ
ん

。
頭
位
単
胎
と
し
、
分
べ
ん

第

一
期
か
ら
第
二
期
終
了
よ
り
二
時
間

ま
で
と
す
る
。

=3-




